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①弊行における、ＡＤＲ機関からの「フィードバック」の取扱いについて

全銀協からのフィードバック

➢ 弊行では部門リスク所管部が、苦情
処理・紛争解決にかかる情報の受付
部署の役割を担う

➢ ADR機関（全銀協相談室・あっせん

委員会）から弊行が受けているフィー
ドバックの内容・実施時期・頻度は右
記の通り

➢ 右記、①～④のフィードバックに対す
る弊行内の活用については、次頁に
記載

方法・頻度 内容

①ディスクロージャー資料
（四半期・年次）

◼ 全銀協相談室における当該期（四半期・年度）の苦情・相談受
付状況について、業務分類別の件数推移のほか、主な苦情・
相談事例を受領

◼ あっせん委員会の紛争解決手続の状況について、新規申立
件数（業務分類別、年齢層別）、終結件数、和解率等のほか、
当該期のすべての終結事案を業務分類別に受領

②全銀協ADR研修会
（年次）

◼ 毎年度開催される「全銀協ADR研修会」に参加。苦情処理手

続・紛争解決手続に関する申立ての状況について分析・分類
化した結果や苦情・紛争事例等、全銀協職員から説明を受け
る機会、苦情・紛争の未然防止等に活用

◼ 同研修会資料は、全銀協金融ADR部より電子データで受領

③個別銀行毎の苦情の統計
データ還元
（四半期）

◼ 自行に対する苦情の傾向や全銀協加入銀行内の順位等が把
握できる統計データを、全銀協相談室より四半期ごとに電子
データで受領

④個別銀行毎の苦情の具体
的な内容の還元
（月次）

◼ 自行に対する苦情のうち、全銀協相談室が申出人から提供の
同意を得た事案について、具体的な内容、申出人の属性、対
応結果等を月次で電子データで受領

【ご質問事項】
①金融機関における、ADR機関か

らの「フィードバック」の取扱いにつ
いて

✓ 苦情処理・紛争解決に係る情報
の受付部署

✓ フィードバックの内容、実施時期・
頻度
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フィードバックの共有フロー

②提供されたフィードバックの組織内の共有方法と業務改善への活用について

弊行 部門リスク所管部

➢ ADR機関（全銀協相談室・あっせ

ん委員会）から提供されたフィー
ドバックは（１）苦情受付部署（部
門リスク所管部内）（２）営業・企
画・商品開発等部署（３）経営層
に対し、右記の通り報告・共有を
実施

➢ 関係役員への報告は月次のレ
ポートを実施、関係本部へはレ
ポートに加えて、適時適切にメー
ルや打ち合わせ等により共有

➢ 業務改善事例については次頁に
記載

（１）個別苦情事案対応、対顧苦情・相談受付

（３）経営層（２）営業・企画・商品開発部署

企画・管理業務

報告・共有

全国銀行協会

全銀協相談室金融ADR部

フィードバック
③苦情統計データ

④苦情の具体的内容

フィードバック
①ディスクロージャー
②全銀協ADR研修会

✓ 未然防止、再発防止、また応対水準向上の観点
から、事案を選定し行内の専用サイトに掲載

✓ 拠点勉強会資料として専用サイトに掲載資料を
提供

研修会内容に対す
る意見交換、研修会

アンケート回答等

✓ 部内勉強会
✓ 関係役員への報告（月次）、各部への共有

苦情申出事案の
状況フォロー報告・

対応結果報告

✓ 件数推移や注視すべき事象等を分析し、関係役員
宛に経営報告

✓ 個別事案内容や進捗、顛末等、各会議にて報告
経営層からの指示やコメントに応じて対応
（適宜、緊急度・重要度に応じて、担当部署より

報告）

営業 営業拠点

商品開発・
企画

業務所管部、法務関連部等

【ご質問事項】

②金融機関が、提供されたフィード
バックを組織内でどのように共有し、
業務改善に活用しているか。

金融機関の⑴顧客から苦情・相談
を受け付ける部署、⑵営業・企画・
商品開発等の部署、⑶経営層、そ
れぞれにおけるフィードバック内容
の共有の有無、具体的な共有方法
及び業務改善への活用状況につ
いて（業務改善の事例を含め）。

報告・共有課題や改善策施策等の
共有・連携
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業務改善への活用事例

◼ 法人インターネットバンキングの商品移行説明冊子に関する問い合わせ先電話番号の件

✓ その他同様の事例がないか、担当部署から拠点宛ての発送書類やダイレクトメール等で、

弊行照会先の記載漏れが無いかを確認

◼ デビットカード等に関する広告・宣伝媒体への問い合わせ先電話番号の件

②-2 提供されたフィードバックの業務改善への活用事例

【ご質問事項】

②金融機関が、提供されたフィード
バックを組織内でどのように共有し、
業務改善に活用しているか。

金融機関の⑴顧客から苦情・相談
を受け付ける部署、⑵営業・企画・
商品開発等の部署、⑶経営層、そ
れぞれにおけるフィードバック内容
の共有の有無、具体的な共有方法
及び業務改善への活用状況につ
いて（業務改善の事例を含め）。

法人インターネットバンキングの商品移行のお客さま向けご案内冊子
に関する問い合わせが、全銀協相談室宛にかかってきており、何らか
の対応をお願いしたい

部門リスク所管部から担当部署に全銀協への問い合わせ内容を
説明のうえ、対応策の検討を依頼

担当部署にて弊行照会先のフリーダイヤルをご案内冊子に記載する
対応を実施し、問い合わせ件数は減少

全銀協

弊行
部門リスク所管部

銀行のデビットカード専用デスクの電話が混雑して繋がりにくい状態
のようで、各種広宣物に記載している当該デスクの電話番号のすぐ上
に小さく記載している指定紛争解決機関としての全銀協相談室の電
話番号へ連絡してくるお客さまが増加している

担当部署と連携しつつ、方法や受電率等の改善に向けた対応を担当
部署と継続検討中

紛争解決機関としての全銀協相談室の記載が必要か、該当手引き、
および記載ルール確認のうえ各種広宣物を作成

全銀協

弊行
部門リスク所管部

弊行
担当部署

弊行
担当部署
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③フィードバック内容に基づく苦情・紛争事例の傾向分析・検討

➢ 弊行では、お客さまから寄せられ
る苦情・意見等につき、①部門リ
スク所管部へ直接寄せられる内
容②全銀協相談室経由でフィー
ドバックされる内容③営業拠点経
由で報告される内容を集計し、現
状確認とともに担当部署に対し
問題提起を行い、対応方針の確
認を行っている

➢ 全銀協経由のものか否かで分別
は行っていないが、全銀協相談
室から連携された事案について
は改善状況を④報告、苦情が解
決せず紛争解決手続に移行する
場合、⑤「苦情対応報告」を実施

➢ 全銀協へは、苦情への改善状況
報告や苦情対応報告の他、研修
会の場でフィードバックについて
参加者アンケートにより伝達・議
論する機会あり

部門リスク所管部

担当部署

全銀協

お客さま

営業拠点

③

①

③

苦情・意見等

対応状況、
方針の回答

状況共有・
現状確認・
問題提起

【ご質問事項】

③金融機関が、フィードバック内容
に基づいて自ら苦情・紛争事例の
傾向分析・検討を行っているか。ま
た、当該分析結果等をADR機関に
対して伝達や議論を行っているか

（それぞれ、行っている場合はその
内容）。 ② ②

分類 内容

苦情

◼ 内容の集計、分析、検証
◼ 担当部署に対し現状確認、問題提起、対応方針確認
◼ （ADR機関経由の苦情の場合）全銀協相談室へ改善状

況を報告、苦情が解決せず紛争解決手続に移行する
場合、苦情対応報告

紛争
事案
全体

◼ 全国銀行協会からフィードバックを受けた、全銀協あっ
せん委員会への申立、和解成立、あっせん案での指摘
事項分析（弊行事案だけでなく全体の傾向を含む）

◼ 担当部署と今後の方針等を共有、検討

個別
紛争
事案

◼ 担当部署と連携し、苦情発生部署への対応指示を行い、
解決に努める

◼ 和解成立事案（弊行損失負担）はあっせん案提示理由
を踏まえて再発防止策を検討（防止策要否を含む）。

◼ 和解成立せず打切りとなった事案についても、あっせん
委員会からの指摘や意見があれば、業務改善の余地
を検討

業
務
改
善
提
案

（
必
要
に
応
じ
て
）

苦情・紛争

事案全体への
PDCA

個別
紛争事案

あっせん
委員会

④⑤

紛争事案

苦情・紛争事案の情報共有・対応フロー

全銀協
相談室
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④フィードバックの共有及び業務改善への活用について

現状の課題認識

フィードバック内容を分析する中で、特にリスク性商品の販売における顧客保護、フィデューシャ
リー・デューティーの観点から、以下については更なる意識醸成が必要な課題と認識

◼ 高齢者とのお取引
行内ルールや全銀協等が定めるガイドライン遵守を超えた、より一層慎重・丁寧な対応が
必要
（取組内容）
顧客保護の観点から高齢者の親族等同席時の対応をより厳格化（2022年1月～）

◼ 販売後の対応
契約時のみならず、「アフターフォロー」や「商品売却時の苦情」も見受けられる

（取組内容）
・新興国通貨建て債券の償還時期に合わせお客さまフォロー実施（2022年5月～）
・MUFGファンドラップ解約時に差し引かれる手数料説明は、お客さまのご意見等も踏まえ、

解約時のお客さま宛説明内容を厳格化（2021年11月～）
・MUFGファンドラップは定例フォローにて損失が出ているお客さまへの面談、DMでの全量

フォローを実施予定（2023年1月～）

今後検討中の事項

◼ 顧客保護、フィデューシャリー・デューティー等の観点を背景に銀行は「より慎重・丁寧」な対応を
求められている状況と認識しており、行内事案に留まらず全銀協からのフィードバック内容に引
続き留意し、業務改善へ活用できる点が無いか参考にしていく

◼ 世界情勢の急変等をきっかけとした急激な相場変動、市場動向を注視しつつ、お客さまへの迅
速なフォロー、情報提供やご意向の再確認等のきめ細やかな対応を従来以上に徹底していく

【ご質問事項】

④金融機関内におけるフィードバッ
クの共有及び業務改善への活用に
ついて
✓ 現状で課題と認識している事項

✓ 今後計画していること、検討して
いる事項
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⑤ＡＤＲ機関との情報提供機会について

フィードバック以外の情報提供機会について

◼ 全銀協相談室主催の「相談室運営部会」で、弊行の他、業態代表行で構成される計10行による
情報交換機会あり

◼ 2022年度の開催は6・9・11･2月（年4回）。相談室運営部会では、 全銀協相談室から最近の傾向

等の話に加え、各行が設定したテーマに関する情報交換を実施。各テーマについて弊行の対応
や状況を報告

◼ 直近11月には、昨今のカスタマーハラスメント事案の増加傾向を踏まえ、弊行におけるカスタマー
ハラスメントに対する取組方針、行内勉強会実施状況等を情報提供

【2022年度開催内容】

【ご質問事項】

⑤フィードバック以外で、金融機関
がADR機関から定期・不定期で情
報を提供される機会があるか

（ある場合はその内容、実施時期・
頻度）。

また、金融機関から、苦情・紛争解
決以外の情報についてADR機関

に対し、情報提供を行っているか
（行っている場合はその内容）。

開催月 テーマ

6月
・各行の「お客さま相談室」の現状の体制・課題
・銀行業務のデジタルシフトの取組み状況
・ウェブサイトの受付フォームへの書き込みに対する対応方法

9月
・グループ会社に対する苦情申出への対応方法
・投資商品に関する苦情の発生状況及び対応方法
・「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」への取組

11月 ・カスタマーハラスメントに対する取組み方針・対策
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ご回答

◼ 組織内で共有する仕組み及び共有状況については、【ご質問事項③】「金融機関が、フィード

バック内容に基づいて自ら苦情・紛争事例の傾向分析・検討を行っているか」にてご説明の

内容と同様につき本項では記載省略

◼ 苦情・相談の内容、件数、傾向の分析は行っているが、外部公表は現状未実施

◼ 営業・企画・商品開発等の部署、経営層における業務改善への活用状況についても、【ご質

問事項③】にてご説明の内容と同様につき本項では記載省略

◼ 現状の課題及び今後の検討内容については、以下の課題認識

✓ お客さまの声に個々に対応するとともに、Key Risk Indicatorを立て、事前に備える

事が重要

✓ 例えば他行や他社で起きた事象から当行でそれに類似するサービスを提供する場

合に、事前にお客さまからどのような声があがってくるかを想定し施策を立案する等

⑥弊行が直接受け付けている顧客の苦情・相談について

【ご質問事項】

⑥金融機関が直接受け付けてい
る顧客の苦情・相談について

✓ 組織内で共有する仕組み、及び
共有状況

✓ 苦情・相談の内容、件数、傾向
の分析・公表の有無

✓ 営業・企画・商品開発等の部署、
経営層における業務改善への
活用状況

✓ 共有及び業務改善への活用に
関し、現状の課題及び今後の
検討
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⑦関係機関等から得られた顧客意見の組織内共有・活用状況

⑧その他意見等

その他機関等から得られる顧客意見の活用事例

◼ 弊行では、お客さまから「寄せられる」声に加えて、顧客満足度調査によるお客さまに「お伺

いする」声の収集を行っている。また、拠点臨店・拠点長会議等による、営業拠点と本部の双

方向コミュニケーションにより、現場の生の声の収集を行っている

◼ より幅広い声の収集の観点から、SNS上の声を収集・分析し、半期毎に取締役会報告を

実施している。今年度の業務改善への活用例は以下の通り

【ご質問事項】

⑦上記以外に、営業の現場・経営層、
消費生活センター等の関係機関を
通じて得られる顧客の意見について、
組織内で共有し、業務改善に活用し
ているか（行っている場合は事例を
含め）。

【ご質問事項】
⑧ADR制度がより利用者保護に資

していく観点から特段のご意見があ
れば記載下さい。

SNS上の声 内容 改善策

法人インターネットバン
キングのセキュリティに
関する声

法人インターネットバンキングの仕様
変更に伴い、セキュリティの設定に秘
密の質問(*)の登録を求めることに対

して、「分かりづらく時代錯誤」という
趣旨の投稿

(*)秘密の質問

初回ログイン時、契約者番号、パスワード等
の他、ご本人さま確認のための新認証項目と
しているもの

セキュリティリスクが高ま
るのではないかとの声が
想定されることも考慮し、
廃止とあわせ代替案を提
供する方向で検討中

ADR制度へのご意見

◼ 現状、特にございません
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株式会社 三菱UFJ銀行

〒100-8388 東京都千代田区丸の内2-7-1

www.mufg.jp

10



ＡＤＲ機関からフィードバックを受けた金融機関における対応状況                      【第 63回金トラ協報告様式】 

金融機関名：第一生命 

 

設問 回答 

① 金融機関における、ＡＤＲ機関からの「フィードバック」

の取扱いについて 

  苦情処理・紛争解決に係る情報の受付部署 

  フィードバックの内容、実施時期・頻度 

受付部署 

カスタマーファースト推進部 

 

フィードバックの内容 

・相談所リポート 

・ボイスリポート（全社版・個社版）（5 月、8 月、11 月、2月） 

・裁定概要集（5 月、8月、11 月、2月） 

・相談室協議会（4月、6月、7月、10 月、11 月、1 月、3 月） 

・お客さま本位推進会議（年 2回程度） 

・新任担当者向け研修会（4 月） 

・顧客対応者研修会（生命保険協会の地方協会主催で年 30回程度） 

・裁定審査会委員との研修会（年 1回程度） 

② 金融機関が、提供されたフィードバックを組織内でどの

ように共有し、業務改善に活用しているか。金融機関の

⑴顧客から苦情・相談を受け付ける部署、⑵営業・企画・

商品開発等の部署、⑶経営層、それぞれにおけるフィー

ドバック内容の共有の有無、具体的な共有方法及び業務

改善への活用状況について（業務改善の事例を含め）。 

 

フィードバックの都度、苦情内容を分析し、分析結果を四半期ごとにカスタマーファ

ースト推進部内での共有、ならびに営業・企画・商品開発等の部署の役員・部長クラ

スによる部門横断的な意見交換の場であるカスタマーファースト委員会や、経営会

議及び取締役会にも報告し苦情発生状況を共有している。 

当社受付苦情と生保協会受付苦情の発生状況を確認し、例えば新契約加入における

高齢契約者の家族からの苦情申出が多いことから、契約者が 70 歳以上の新契約時に

は子・孫同席を必須とする、新契約申込可能年齢の上限を 74 歳までに引き下げるな

ど、業務改善に向けて取り組んでいる。 

個別の苦情事案や裁定審査会委員との研修会等のフィードバックを通じて、特に留

意すべき点が認められる場合には、支社向けに研修教材を提供し、再発防止を図って

いる。 

③ 金融機関が、フィードバック内容に基づいて自ら苦情・ フィードバック内容をもとに、生保協会が定める苦情分類ごとの件数・割合・前年比
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ＡＤＲ機関からフィードバックを受けた金融機関における対応状況                      【第 63回金トラ協報告様式】 

金融機関名：第一生命 

 

設問 回答 

紛争事例の傾向分析・検討を行っているか。また、当該

分析結果等をＡＤＲ機関に対して伝達や議論を行って

いるか。（それぞれ、行っている場合はその内容。） 

について協会の会員全社と個社を比較した実績、苦情申出状況および苦情内容、発生

原因別件数と割合等、苦情の傾向分析を実施している。 

なお、分析結果等を生保協会（ＡＤＲ機関）に報告・議論は行っていない。 

④ 金融機関内におけるフィードバックの共有及び業務改

善への活用について 

  現状で課題と認識している事項 

  今後計画していること、検討している事項 

 

現時点では特段の課題はなく、引き続き②に記載の対応を進めていく。 

⑤ フィードバック以外で、金融機関がＡＤＲ機関から定

期・不定期で情報を提供される機会があるか（ある場合

はその内容、実施時期・頻度）。また、金融機関から、苦

情・紛争解決以外の情報についてＡＤＲ機関に対し、情

報提供を行っているか（行っている場合はその内容）。 

年１回、全金融機関に対し相談対応体制に関するアンケートが実施され、その取りま

とめ結果（全金融機関の相談対応体制）について、生保協会から情報提供が行われて

いる。また、年１回、「パンフレット」や「ご契約のしおり-約款」、「意向把握用書面」

等の帳票を金融機関から生保協会に対して提出している。 

 

⑥ 金融機関が直接受け付けている顧客の苦情・相談につい

て 

  組織内で共有する仕組み、及び共有状況 

  苦情・相談の内容、件数、傾向の分析・公表の有無 

  営業・企画・商品開発等の部署、経営層における業務

改善への活用状況 

  共有及び業務改善への活用に関し、現状の課題及び

今後の検討 

 

お客さまからの苦情、意見・要望はデータベースで一元管理し、苦情受付組織・関連

部門で共有可能な仕組みとしている。 

本社・支社・営業オフィスにおいて、申出の場面ごとなどの観点で毎月件数や内容等

を確認するとともに、発生傾向の分析を行い業務改善に繋げている。また、当社ホー

ムページで四半期ごとに苦情件数を公表するほか、毎年、お客さまの声からの改善事

例なども公表している。 

営業・企画・商品開発等の部署も含めて分野別にお客さまの声を分析して部門横断の

会議体において共有し、具体的な課題解決に向けた検討を実施している。また、検討

結果については、カスタマー・ファースト委員会において意見交換を実施している。 

経営層に対しては、四半期ごとに経営会議で苦情の発生状況や実際の事例を交えて

報告を行い、現状の課題や改善取組に対する意見交換を経営会議の場でも行ってい
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ＡＤＲ機関からフィードバックを受けた金融機関における対応状況                      【第 63回金トラ協報告様式】 

金融機関名：第一生命 

 

設問 回答 

る。 

⑦ 上記以外に、営業の現場・経営層、消費生活センター等

の関係機関を通じて得られる顧客の意見について、組織

内で共有し、業務改善に活用しているか（行っている場

合は事例を含め）。 

 

募集や保全などのお客さま接点において、お客さま満足度調査を実施している。お客

さまからの回答のうち、お客さまが営業員への開示可としたものについて「カスタマ

ーレター」と称して営業員の営業端末あてに配信し、CX 向上と営業員の行動変容に

向けた指導に活用している。また、お客さまからの代表的なコメントについては、カ

スタマーファースト推進部にて教材として定期的に提供している。 

各支社のお客さま対応の責任者（CS 推進統括部長）を中心に、年 1 回消費生活セン

ターへの定例訪問を実施しており、いただいたご意見についてはカスタマー・ファー

スト委員会で共有し、業務改善に活用している。 

⑧ ＡＤＲ制度がより利用者保護に資していく観点から特

段のご意見があれば記載下さい。 

特段ない。 
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【第一生命】 お客さまの声の分析・活用体制

お客さまの声

営業職員・代理店 コンタクトセンター ホームページ

お客さまの声管理データベースによる一元管理

品質諮問委員会（※４）

消費者モニター制度（※５）

外部からのFB・意見・諮問

本社支社

ＶＯＣ会議（※２）
カスタマー・ファースト委員会（※３）

支社・オフィス
ＤＳＲ委員会（※１）

お客さまの声の分析 ／ 改善策の立案・実行

経営会議・取締役会

担当所管にて、お客さま満足向上に向けた商品・サービス等の改善/ホームページ公表（苦情件数、お客さまの声からの改善事例）

カスタマーレター（お客さま満足度調査）

諮問

意見

報告

声
の
集
約

分
析
・
改
善
策
の
検
討

報
告
・

指
示

来店型ショップ

カスタマーレター確認用ＤＢ、
データ分析ツール（Tableau）の活用

ADR機関からのFB
共有

本社・支社・営業オフィス
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【第一生命】 お客さまの声の分析・活用体制（用語解説）

用語 内容

（※１） 支社・オフィスDSR委員会 支社管下で発生したお客さま申出の現状・課題共有に加え、申出の未然防止・
再発防止策の検討に向けた議論・意見交換を毎月実施している。

（※２） VOC会議 カスタマー・ファースト委員会傘下のプロジェクトチーム。社内で集約されたお客
さまの声の分析結果を集約し、外部からのFBや意見も踏まえ、改善を要する課

題、もしくは改善に向けて取り組む課題を決定するとともに、対応の優先度を検
討する。

（※３） カスタマー・ファースト委員会 本社部門のうち、営業・企画・商品開発等の部署の役員・部長クラスによる部門
横断的な意見交換の場。VOC会議からの報告に基づき、必要に応じて分析・改
善の指示を行う。

（※４） 品質諮問委員会 カスタマーファースト委員会委員長、社外の弁護士や消費者関連団体の代表等
で構成されている。年に2回開催し、弊社に寄せられた申出の分析結果を報告し

てご意見をいただくほか、お客さま満足向上に向けた弊社の取組について諮問
し、助言を得ている。諮問した結果は、カスタマー・ファースト委員会に報告され
る。

（※５） 消費者モニター制度 消費者関連の有識者や消費生活センターの相談員等で構成されている。商品
やサービス、商品パンフレットなどお客さま向け帳票等のわかりやすさ等につい
てご意見をいただき、品質の改善や向上に活かしている。

15



ＡＤＲ機関からフィードバックを受けた金融機関における対応状況                                【第 63 回金トラ協報告様式】                

      金融機関名：損害保険ジャパン 

 

着眼点 回答 

① 金融機関における、ＡＤＲ機関からの「フィードバック」

の取扱いについて 

  苦情処理・紛争解決に係る情報の受付部署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■受付部署 

法務・コンプライアンス部 コンプライアンス室 

■苦情解決手続の事案ごとの流れ 
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ＡＤＲ機関からフィードバックを受けた金融機関における対応状況                                【第 63 回金トラ協報告様式】                

      金融機関名：損害保険ジャパン 

 

着眼点 回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  フィードバックの内容、実施時期・頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■苦情・紛争解決手続を起点とした業務改善の例 

①苦情・紛争解決手続の発生 

     ↓ 

②法務・コンプライアンス部コンプライアンス室にて精査 

     ↓（改善に向けた協議が必要と判断） 

③本社主管部・関連部（ＶＯＣ担当者）と共有・協議・指示助言など 

     ↓(内容によって） 

④担当役員との共有 

     ↓（改善の必要ありの場合） 

⑤規程・約款・ルールの変更などの対応 

 

■以下の実績・数値等のシステム抽出が可能。 

【苦情・紛争解決手続】 

・受付件数（新受、未済等の内訳あり）、類型別の受付・終了内訳件数、会社別受付件数 

■四半期毎に、以下の実績・数値・事例等をまとめた「統計号」の提供を受けている。 

【苦情解決手続】 

・受付状況（四半期ごとの推移）、保険種類別の受付状況、手続終了状況、都道府県別状 

 況 

【紛争解決手続】 

・受付件数の推移、手続終了状況、四半期ごとの終了した事例 

■四半期毎で各社担当者との「指定ＡＤＲ業務連絡会」では、以下の情報提供を受けて 

いる。 

【苦情・紛争解決手続等業務の実施状況】 

・相談、苦情・紛争解決手続等の実施状況 
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ＡＤＲ機関からフィードバックを受けた金融機関における対応状況                                【第 63 回金トラ協報告様式】                

      金融機関名：損害保険ジャパン 

 

着眼点 回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会社別の苦情解決手続対応状況（各社別の受付件数を多い順に記載など） 

・各社別の終了件数、終了事由内訳、解決率、解決までの平均所要日数 

【個別連絡事項】 

・金融トラブル連絡調整協議会、金融ＡＤＲ連絡協議会の内容 

・ＤＸ化推進に関する事項 

【テキストマイニングデータの提供】 

・ＡＤＲ機関がデータベースに入力した相談・苦情内容等のテキストデータから有用な 

情報を抽出し分析する仕組み（「テキストマイニング」）を活用し、業界全体・各社別の

苦情解決手続の申出内容の傾向等を分析したもの（2022 年 3 月～） 

② 金融機関が、提供されたフィードバックを組織内でどの

ように共有し、業務改善に活用しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■提供された各種フィードバック 

・苦情・紛争解決手続、金融庁への苦情総括を毎年実施し、年度当初に新任管理職研修お

よび各地区の営業・保険金各部門の第二線責任者に研修を実施している。同研修資料の

内容は、社内イントラネットで全社開示している。また、新任以外にも適宜情報の提供・

研修を実施している。 

・ＡＤＲ外の苦情、苦情・紛争解決手続別に毎月のデータを社内イントラネットで全社開 

示している。 

・「統計号」などは、損害保険協会の公式ホームページを社内イントラネットで示し、 

全社での閲覧を推進している。 

・紛争解決手続きで終了した事案のうち、参考となる和解案・終了通知を四半期毎に 

１０件程度抽出し、加工のうえ、社内イントラネットで全社開示している。 

■指定ＡＤＲ業務連絡会資料 

・資料の内容により、遂次社内関連部署と共有を図っている。 

・定量的データは当室で確認し、傾向に特異な特徴が発生しないか目検チェックをして 

いる。特異な特徴が確認された場合は、遂次社内関連部署と共有を図っている。 
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ＡＤＲ機関からフィードバックを受けた金融機関における対応状況                                【第 63 回金トラ協報告様式】                

      金融機関名：損害保険ジャパン 

 

着眼点 回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）顧客から苦情・相談を受け付ける部署 

 

（２）営業・企画・商品開発等の部署 

 

 

 

 

 

（３）経営層 

 

 

 

 

 

 

・具体例としては、昨今の火災保険における特定修理業者問題の傾向を保険金部門の統

括部署へ提供し、統括部署から全社的な対応方針が示され、各地の消費者生活センター

などへ注意喚起の徹底が打診された。 

■データマイニングの資料 

・全社データと個社データを当室内で共有、確認している。 

・取組初年度であり、現在各社の一次アンケートが終わったところと認識しており、当室 

や調査部など本社関連部で全社平均乖離の確認などを実施している。 

今後、分析結果の活用方法を社内協議する予定。 

 

・苦情合議部（当室とお客さま相談室）で問題があれば都度協議している。 

 

・当室で課題の軽重を精査し、個別担当者間の連携や全社で閲覧できる個別所管部署へ検

討提案するシステム（社内提案制度：みんなの声ＢＯＸ）などを利用し、課題を共有し

ている。 

・紛争事案等個別に進行する事案は当室から商品部や代理店業務管理部署への連携を実

施している。 

 

・ＡＤＲ機関からのフィードバックに限らず、重大苦情、レピュテーションリスク、コン

ダクトリスクのおそれや予兆のある情報は、入手した部署起点で連携し、経営層との共

有をしている。 

・経営層から第一線へのメッセージ（社内名エクゼクティブレター）を実施しており、品

質管理担当役員から上記で共有された事例のフィードバックを実施している。 
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ＡＤＲ機関からフィードバックを受けた金融機関における対応状況                                【第 63 回金トラ協報告様式】                

      金融機関名：損害保険ジャパン 

 

着眼点 回答 

③ 金融機関が、フィードバック内容に基づいて自ら苦情・

紛争事例の傾向分析・検討を行っているか。 

 

また、当該分析結果等をＡＤＲ機関に対して伝達や議論

を行っているか。 

 

 

・苦情・紛争解決手続を含め、苦情全体のデータを毎月集計し、社内イントラネットで開

示している。 

・データの傾向変化や、地区単位でモニタリングしている担当者からの定性情報を当室 

で受け止め、営業・保険金各部門の第二線責任者に適宜共有している。 

・苦情・紛争解決手続、金融庁への苦情総括を毎年実施し、年度当初に新任管理職研修お

よび各地区の営業・保険金各部門の第二線責任者に研修を実施している。同研修資料の

内容は、社内イントラネットで全社開示している。また、新任以外にも適宜情報の提供・

研修を実施している。 

・コロナ禍以前は毎年、当社関連担当者とＡＤＲ機関幹部と「意見交換会」を実施してい

た。その際に、自由な視点で分析結果も踏まえた意見交換や質疑応答を実施していた。 

④ 金融機関内におけるフィードバックの共有及び業務改

善への活用について 

  現状で課題と認識している事項 

 

 

 

  今後計画していること、検討している事項 

 

 

・継続する趣旨で、消費者目線と当社目線の乖離は常に課題として意識し、苦情・紛争解

決手続を含めた苦情から、消費者の求める説明や対応、商品の分かり易さなどについて、

当社業務を見直し、社内で注意喚起を行う。 

 

・ＩＳＯ１０００２の適合過程の中で、手順の再点検を実施しており、脆弱な部分につい

ての強化策についてＡＤＲからのフィードバックも活用して検討している。 

・紛争解決手続のうち個別対応事例について研修材料とすべく情報を蓄積している。 

⑤ フィードバック以外で、金融機関がＡＤＲ機関から定

期・不定期で情報を提供される機会があるか（ある場合

はその内容、実施時期・頻度）。また、金融機関から、

苦情・紛争解決以外の情報についてＡＤＲ機関に対し、

情報提供を行っているか（行っている場合はその内容）。 

・個別事案に関してＡＤＲ機関との間において、担当者間の情報交換を実施している。 
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ＡＤＲ機関からフィードバックを受けた金融機関における対応状況                                【第 63 回金トラ協報告様式】                

      金融機関名：損害保険ジャパン 

 

着眼点 回答 

⑥ 金融機関が直接受け付けている顧客の苦情・相談につい

て 

  組織内で共有する仕組み、及び共有状況 

 

 

 

 

 

  苦情・相談の内容、件数、傾向の分析・公表の有無 

 

 

 

  営業・企画・商品開発等の部署、経営層における業務

改善への活用状況 

 

 

 

  共有及び業務改善への活用に関し、現状の課題及び

今後の検討 

 

 

 

 

 

 

 

・お客さまから寄せられた各種の「声」を管理する情報共有システムにより、内容や進

捗状況等を登録し、関連部署に共有する仕組みがある。 

・苦情については、情報共有システムを用い、事案の登録時や、進捗状況等を更新した

タイミングで随時共有している。 

（お客さまの声白書方針２の態勢図（別紙）をご参照ください） 

 

・昨年度の受付件数や申出内容の内訳はお客さまの声白書に掲載し、当年度の受付状況 

を四半期ごとに公式ウェブサイトに公表している。 

・傾向等は、お客さまの声白書の中で３年間推移を公表している。 

 

・カスタマーセンターに入る「声」を当社の品質向上等に反映させることを目的に、本社

部門とカスタマーセンター部門が定期的に打ち合わせを実施している。 

・お客さまの声（苦情含む）や、営業、保険金の各現場、代理店からの提案を受け、本 

社部門で改善検討している（社内提案制度：みんなの声ＢＯＸ）。 

 

・情報共有システムに登録した事案については、関連部署に受付・対応時・完了時に都

度共有している。 

・営業、保険金の各現場では本社から提供されるデータの活用方法にバラツキがあるた

め、各現場での活用機会を増やすべく、今後のデータ加工・提供方法については本社

で検討予定である。 
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ＡＤＲ機関からフィードバックを受けた金融機関における対応状況                                【第 63 回金トラ協報告様式】                

      金融機関名：損害保険ジャパン 

 

着眼点 回答 

⑦ 上記以外に、営業の現場・経営層、消費生活センター等

の関係機関を通じて得られる顧客の意見について、組織

内で共有し、業務改善に活用しているか（行っている場

合は事例を含め）。 

・社内ＳＮＳには、お客さま対応を行う中で発見された（お客さまが喜ぶ圧倒的な品質

の実現に繋がる）アイデアや意見が、営業（保険金支払）の現場から、数多く投稿さ

れている。社外からの声を起点とした改善提案も含まれ、商品・事務処理などの改定に

活用している。 

・具体例としては、お客さまからの「商品内容がわかりにくい」との声に、わかりやすく

商品説明を行う研修資料・各種ツール、マニュアルなどを社内リリースした。 

・お客さまに提供する商品やサービスなどについて社内でテーマを募集し、年１０回程度

の社外モニター会議を開催、消費生活相談員から消費者視点での意見を取集している。 

⑧ ＡＤＲ制度がより利用者保護に資していく観点から特

段のご意見があれば記載下さい。 

・今後も発生する大規模地震や自然災害に際して弁護士会などが立ち上げる「災害（時）

ＡＤＲ」について損害保険、生命保険問わず各業界（業法）ＡＤＲ機関との連携。 
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1 .  情報の開示

お客さま、株主、幅広いステークホルダーの皆さまに当社の取組みなどをご理解いただく ための情報を冊子や

公式ウェブサイト などでご提供しています。

2 .  お役立ち情報の提供～「 SOM PO Pa rk」

「 SOM PO Pa rk」 は、当社が掲げる「 すべての人々・ 地域・ 社会に、たく さ んの笑顔と 活力あふれる確かな

明日を お届けする」 と いう 中期経営計画のビジョ ン のもと 、ご契約者さまに限ら ず、有益な情報を 広く お届け

すること を 目的と し て、 2 0 1 9 年 7 月にサービ スを 開始し まし た。 2 0 2 2 年 6 月時点で 会員数 5 2 0 万人、

月間7 , 6 0 0 万ページビューを 超える、国内企業では最大規模の媒体力を 持つ自社プラット フォームに成長

しまし た。

こ れからも「 楽し い」「 得する」「 役に立つ」 コ ンテン ツを 通じ て、さら なるお客さまと の接点強化を 実現し て

いきます。

3 .  公式ウェブサイト の改修

「 お客さまの利便性」と「 分かり やすさ」を 向上さ せるため、公式ウェ ブサイト の改修を 順次行っています。改修

にあたり 外部コン サルタ ント の意見やアド バイスを 参考にし ながら 公式ウェ ブ サイト の品質向上に活かし て

います。

情報発信の充実

1 .  「 お客さまの声」の活用

当社は、お客さまから寄せられる「 お客さまの声」 を経営に反映するため、「 お客さまの声」 の傾向や内容を分析し 、

分析結果を本社部門で共有して、業務改善・ 品質向上につなげています。

2 .  「 苦情対応マネジメント システム（ ISO1 0 0 0 2 ）規格」への適合宣言

当社は、苦情対応の国際規格である「 ISO1 0 0 0 2 」※に適合するお客さまの声対応管理態勢を 構築し 、適切に

運用していることを宣言しています。当該規格に準拠して、お客さまの声対応管理態勢の継続的な整備・ 向上を

図っています。

※国際標準化機構（ ISO）が2 0 0 4 年7 月に制定した「 苦情対応マネジメント システム」に関する国際規格です。

「 お客さまの声」の対応管理態勢

統合レポート ディ スクロージャー サステナビリティレポート

保険代理店、営業店、保険金サービス拠点（ 保険金支払い部門）、コールセンタ ー

などを通して寄せられたお客さまからのご相談、お問い合わせ、ご要望、ご不満、

感謝の言葉などの「 お客さまの声」 を 真摯に受け止め、迅速かつ丁寧な対応を

行っています。

「 お客さまの声」 を 経営に活かす態勢を構築・ 強化するため、お客さまの声から

把握さ れる課題について深度ある原因分析を 行い、商品開発・ 販売・ 保険金

支払いなどさまざまな場面で発生し ている課題を 本社部門で共有しています。

なお、お客さまの声を起点とし たこれらの取組みや業務改善の状況は定期的に

経営に報告し 、積極的な議論を行っています。

特に重要な課題は、カスタ マーコミュニケーショ ン企画部等が、本社所管部門に

「 再発防止・ 業務改善」 に向けた指示をし 、苦情の根本的な再発防止および継続

的な業務改善・ 品質向上に取り組んでいます。

声の受け止め

業務改善
品質向上

原因分析
社内共有

本社部門

取締役会

お客さ まの声を

活かし た

業務改善・ 品質向上

経営会議

分析

報告

指示

指示・ 提言
分析結果の

共有
指示報告

カスタ マーコミュニケーショ ン企画部等

お客さ ま

お客さまの声

お客さまの声
保険代理店

営業店

保険金サービス拠点

コ ールセンタ ー
（ カスタ マーセンタ ー等）

ウェブサイト

アンケート

お客さ まと の接点

お客さまの声を活かし た品質向上方針 2お客さまへの新たな価値の提供方針 1

5 6
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過去3 年間のご不満の声推移2 0 2 1 年度に寄せられたお客さまの声

2 .  2 0 2 1 年度 ご不満の声の受付件数

2 . 5 %
ご不満の声

約3 万4千件 9 7 . 5 %
お問い合わせ・ ご相談

約13 5 万件お客さまの声

約1 3 9 万件

主なお問い合わせ・ ご相談内容

●パンフレット などの資料のご請求

●補償内容のご相談　 など

保険の補償内容や規定に関するもの

ご契約の更新手続きの連絡不十分・ 遅延に関するもの

ご契約の勧誘方法やご契約手続きに関するもの

ご契約に関わる重要事項や商品内容の説明不足・ 誤りに関するもの

ご契約の引受制限に関するもの

保険料の算出誤りや割引適用漏れに関するもの

社員や代理店の言葉遣い・ マナーに関するもの

申込書、パンフレット 等帳票に関するもの

上記以外のご契約の手続きに関するもの

保険証券の未着や記載内容の誤りに関するもの

保険料の支払い方法（ 口座振替など）に関するもの

ご契約の変更手続きにおける遅延や誤りに関するもの

ご契約の解約手続きにおける遅延や誤りに関するもの

満期返戻金の手続きにおける遅延や誤り、返戻金額に関するもの

社員や代理店の言葉遣い・ マナーに関するもの

上記以外の契約の管理・ 保全に関するもの

保険金のお支払い金額に関するもの

保険金のお支払い手続きにおける誤りや遅延に関するもの

保険金お支払いの判断に関するもの

社員や代理店の言葉遣い・ マナーに関するもの

上記以外の保険金お支払いに関するもの

誤送付に関するもの

本人の許可なく 第三者への情報漏洩に関するもの

上記以外の個人情報に関するもの

上記以外のもの

募集業務

当社保険商品の説明や

契約手続きなどに

関するご不満

契約管理業務

契約内容の変更手続きや

保険料支払いなどに

関するご不満

保険金支払い業務

事故の受付から

保険金支払いまでの

事故対応に関するご不満

個人情報

その他

項　 目 概　 要

6 94

7 79

1 , 4 87

2 , 2 79

2 10

1 43

3 31

2 37

1 , 1 01

5 51

1 , 0 66

2 , 7 31

2 , 5 22

47

6 34

1 , 6 66

2 , 1 56

8 , 9 04

1 , 4 05

1 , 3 49

9 47

33

23

40

  3 , 2 3 2

2 1 . 0 %

2 6 . 7 %

4 2 . 7 %

0 . 3 %

9 . 3 %

7 , 2 61

9 , 2 17

1 4 , 7 61

96

受付件数 構成比

合計 34 , 5 67 100 . 0%

（ 件）

40 , 0 0 0

20 , 0 0 0

0

2 0 1 9 年度件数 2 0 2 0 年度件数 2 0 2 1 年度件数

1 .  募集業務

2 .  契約管理業務

3 .  保険金支払い業務

4 .  個人情報

5 .  その他

合計  4 0 , 8 0 3

合計  3 4 , 5 6 7

9 , 6 1 4

1 1 , 2 2 5

1 5 , 9 4 0

3 , 8 5 7

7 , 2 6 1

9 , 2 1 7

1 4 , 7 6 1

3 , 2 3 2

個人情報

1 6 7 件
個人情報

9 6 件

合計  3 4 , 5 5 9

7 , 9 7 0

1 0 , 0 3 9

1 2 , 9 5 2

3 , 4 9 5

個人情報

1 0 3 件

20 19 年度から 2 021 年度にかけて「 ご不満の声」の推移をみると 、次のような特徴があります。

●202 1 年度は、新型コロナウイルス感染症関連のご不満の声は大きく 減少し たものの、全体件数は2 02 0 年度と

ほぼ同じでした。

●2 0 1 6 年5 月の改正保険業法施行以降、保険契約時のご意向の把握や情報提供の徹底、保険代理店における

募集品質向上の取組み等を 継続して進めたこと で、契約・ 募集行為に関するご不満は、2 0 1 6 年度以降年々

減少しています。

●2 0 2 1 年度は、2 0 1 9 、2 0 2 0 の各年度に比べて台風や豪雨等の自然災害による影響は少なかっ たも のの、

自動車事故など全体の事故件数が増加したこと により、お客さまや被害に遭われた方から「 連絡がない、書類が

届かない」「 説明不足・ 誤り」と いった声を多く いただき、保険金支払いに関するご不満は増加しまし た。

1 .  お客さまの声の内訳

2 0 2 1 年度に保険代理店・ 営業店・ 保険金サービス拠点・ コ ールセンタ ーなどを 通じ て当社に寄せら れた

「 お客さまの声」 は、合計で約1 3 9 万件でし た。

お客さまの声を活かした品質向上方針 2

7 8
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「 お客さまアンケート 」の実施お客さまからいただいた実際の声

［ カスタマーセンタ ーに寄せられた感謝の声の一例］

●自賠責保険の件で問い合わせまし たが、 と ても 親切丁寧で、感じ の良い応対、そし て、いろ いろ な 気配り をし て

いただき 感謝しています。と ても 気分の良く なる一日になりまし た。

●丁寧な対応と こちら への気遣いがと ても 優しく 、 今までで 一番丁寧な 電話対応をし ていただきまし た。気持ちの

良い対応と 心遣いを あり がとう ござ いまし た。

●初めて電話をし まし たが、と ても 分かり やすく 説明し ていただき 安心できまし た。契約内容の確認で不安だっ た

ので、あり がとう の気持ちでいっ ぱいです。

［ アンケート に寄せられた感謝の声の一例］

●契約の更新でいく つか分から ないこと がありまし たが、丁寧に教えてく れまし た。

●親身になっ てく れて、説明も 分かり やすく 、何度も 連絡をく れたので、安心感を 持つこと ができまし た。知人にも

紹介の機会があれば教えてあげたい。

●事故があったこと で動揺してと ても不安でし たが、寄り 添った話をしてく れたのでと ても心強かったです。電話だけで

なく LIN Eでも やり 取り ができたので、自分のタ イミ ングで連絡ができて良かったです。

［ アンケート に寄せられたご不満の声の一例］

●以前は契約の更新時にフォローがあったが、時代なのか何の提案も ない。

●更新の案内が届いてから 、更新の手続きの電話が来るまでかなり 待っ た。

●感謝のお言葉もいただいています。保険代理店と 社員はお客さまからのお言葉を 励みにこれからもお客さまに

安心をご提供し 、頼られるパート ナーと なれるよう 努めていきます。

●保険料の月払いを 希望していたが、届いた証券を 見ると 一時払いになっていた。

●契約時に 2 6 歳の同居の子ども が運転できるよう にし て欲し いと 伝えていたが、年齢

条件が変更さ れていなかった。

募集業務に

関するご不満
1

●自動車を 手放すため日付を指定して解約手続きをお願いし たが、希望と 異なる日付で

手続きがさ れていた。

●契約内容の変更をお願いし たが、変更後の保険料について詳し い案内がなかった。

契約管理業務に

関するご不満
2

●事故の担当者にド ライブレコ ーダーの映像の確認状況について LIN Eで問い合わせを

し ているが、連絡がない。

●損害賠償金の提示額が記載された書類が送られてきたが、内容がよく わからない。

保険金支払い業務に

関するご不満
3

●事故の担当者あてに電話をし たら 、「 在宅勤務中なので後ほど連絡さ せる」 と 言われ

たが、まだ連絡がない。

●新型コロナウイルス感染症による損害が補償さ れる特約の案内がなかった。

新型コロナウイルスに

関するご不満
4

●保険代理店のさらなる業務品質の向上や人材育成を 通じ た担当者の対応力向上により 、ご不満の声は年々減少

しているものの、依然としてお客さまからお寄せいただいているのも事実です。

お客さまからいただいたご不満の声の一部をご紹介します。

「 お客さまの声・ 期待」 を 受け止めるために、保険代理店による契約手続きや当社の事故対応サービスに関する

「 お客さまアンケート 」 を実施しています。

はがき やインタ ーネット 、LI N E、SM S（ ショ ート メッ セージサービス） でお客さまからご回答を いただき、業務

改善・ 品質向上に活かしています。

回答数

ご契約手続き（ 自動車保険）

事故対応（ 自動車保険）

事故対応（ 火災・ 新種保険）

アンケート
回答数

約1 2 5 万件

約7 7 万件

約2 8 万件

約2 0 万件

アンケート 回答数

ご契約手続き（ 自動車保険）

事故対応（ 自動車保険）

事故対応（ 火災・ 新種保険）

合計

7 7 1 , 8 9 6

2 0 1 , 7 3 8

2 7 8 , 1 1 4

1 , 2 5 1 , 7 4 8

お客さまの声を活かした品質向上方針 2

9 1 0
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お客さまからいただいた声を起点に改善し た事例お客さまからいただいた声を起点に改善し た事例

お客さまの声を活かした品質向上方針 2

［ お客さまの声］
電気自動車が燃料切れ（ 電池切れ） になったが、ガソリン 車と 異なり 現地での充電ができ な いと 言われた

ため自動車を 運搬し た。運搬費用を 補償して欲し い。

̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
［ 改善内容］

契約自動車が以下のいずれかに該当する場合は、その場での充電・ 燃料補給が困難であること から、充電または燃料補

給が可能な 場所までのレッ カ ーけん引費用をロード アシスタ ンス特約の対象とし てお支払いできるよう 改定し まし た。

（ 2 0 2 2 年1 月1 日以降のご契約が対象です。）

①電気自動車

②燃料電池自動車、圧縮天然ガス自動車、液化石油ガス自動車等の所定の場所以外での補給が困難な燃料のみにより

走行する自動車

改 善

1

［ お客さまの声］

鹿・ 猪と 衝突する事故が増加しているが、動物と の衝突は運転者に過失が少ないこと が多いため、少し の

保険料負担で補償してもらいたい。また、あて逃げ被害事故も同様に少し の保険料負担で補償して欲し い。

̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
［ 改善内容］

車対車事故・ 限定危険特約の補償に「 動物と の衝突または接触事故」「 あて逃げ被害事故」 を 、車両限定危険特約の

補償に「 動物と の衝突または接触事故」 を 追加し まし た。（ 2 0 2 2 年 1 月1 日以降のご 契約が対象です。）

改 善

6

［ お客さまの声］

「 自動車保険『 更新』 のご案内」 にパンフレット が同封されておらず、

契約の更新時に特約等補償内容について十分な検討ができない。

̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
［ 改善内容］

「 自動車保険『 更新』 のご案内」 封筒にパンフレット の二次元コ ード を 印字し 、

商品内容をお客さまが確認できるよう にしまし た。

※「 みんなの声BOX（ P. 1 3 参照）」 に提案された事例です。

改 善

8

［ お客さまの声］
消防団員のマイカ ーを災害活動に使用している間の事故は、消防団員のマイカ ーで加入している自動車保

険を 使用すること になっているが、消防団を 管理する市町村で加入する保険で補償して欲し い。

̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
［ 改善内容］

消防団を管理する市町村を 記名被保険者とし 、消防団員が所有する自動車を 災害活動に使用している間の自動車リ ス

クを 包括的に補償する「 消防団災害活動用自動車保険特約（ 優先払型）」【 別名： 地域防災を 支える 保険】 を 新たに

つくりまし た。（ 2 0 2 2 年1 月1 日以降のご契約が対象です。）

改 善

5

［ お客さまの声］
「 つながるド ラレコ Driving ! 」 の端末について以下のご要望をいただきまし た。

●あおり運転対策等で、リアカメ ラを提供して欲し い。　 ●液晶・ 通話機能が欲し い。

●録画の画質を良く して欲し い。　 ●起動時間が遅い。

̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
［ 改善内容］

（ 1 ） 端末の刷新

フルハイビジョ ンの映像で夜間や雨天時であっても信号の色やナンバープレ ート などの証拠を高精細に記録します。

前方カメ ラと 同様にフルハイビジョ ンを備えたリアカメ ラをオプショ ンで購入していただく ことで、あおり 運転や後方

からの事故を記録すること が可能と なります。

（ 2 ） もしもの時の事故対応サポート

端末が強い衝撃を 検知、または手動で緊急ボタ ン を 押下し た際、事前に登録し たご 家族、保険代理店に自動で

通知がいく こと に加えて、端末に備えた音声通話機能を 通じ てオペレ ータ ーと 直接通話ができます。また、オペ

レ ータ ーを 通じ て全国2 , 4 0 0 か所で待機する ALSOK のガード マンを 2 4 時間いつでも 事故現場へかけつけ手配

すること や、お客さまと の通話内容と 位置情報に基づき 株式会社日本緊急通報サービス「 H ELPN ET」 と 連携し 、

消防・ 警察へ連絡、救急車両等の出動を 要請すること ができます。

※「 つながるド ラレコ Driving ! 」 はP. 15 をご覧く ださ い。

改 善

7

［ お客さまの声］

近隣のレンタ カ ーが枯渇しており 代車を 借りること ができ ないため、代替の交通手段としてタクシーを 利用

し た場合も代車費用を 支払って欲し い。

̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
［ 改善内容］

代車費用における「 代替の交通手段としてタクシー、バスまたは電車等を利用するために要し た費用」 については、台風、

竜巻、洪水、高潮その他異常な自然現象の影響によりレンタカーを借りられない場合等に限って支払対象としていまし た。

これを、被保険者が事前に当社に通知し 当社が認めた場合は、自然災害の有無にかかわらず対象と するよう 改定しまし た。

（ 2 0 2 2 年1 月1 日以降のご契約が対象です。）

改 善

2

［ お客さまの声］

安全運転教育費用特約で対象と なる安全運転教育の補償範囲を広げて欲し い。

̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
［ 改善内容］

安全運転教育費用特約の補償対象と する安全運転教育を「 道路交通法に定める指定自動車教習所等の機関が行う

も の」 と 規定し ていまし たが、指定自動車教習所等以外であっても 、当社の同意を 得て運転者に受けさ せる 教育を

安全運転教育の対象と するよう 改定し まし た。（ 2 0 2 2 年 1 月1 日以降のご契約が対象です。）

改 善

3

［ お客さまの声］

運転技術を反映し た保険料体系となっている走行特性割引を適用する条件を拡大して欲し い。

̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
［ 改善内容］

走行特性割引の適用のために付帯する「 保険料算出に関する特約（ 運転特性反映型）」 の付帯条件にコ ネクティ ッド

カ ー※を 追加し 、当社が指定する 車載機が搭載さ れており 、走行情報等を 当社に提供すること にお客さまが同意し て

いる場合に任意で付帯すること ができるよう 改定しまし た。（ 2 0 2 2 年1 月1 日以降のご契約が対象です。）

※コネクティッド カーはP. 2 3 をご覧く ださい。

改 善

4

1 1 1 2
26



みんなの声BOX は、社員および保険代理店がお客さま視点で問題意識や創意工夫の意欲を 持ち、徹底し て

お客さまの立場に立って考えた改善を 提案する仕組みです。提案内容については、商品・ サービスの開発や

改善を 行う 本社部門で検討するだけでなく 、提案し た当事者以外が当該提案内容に「 　  いいね」 で投票し て

賛同を 示し たり 、提案に対するコメ ント を 入力すること ができるため、現場と 本社部門と のコミ ュニケーショ ン

ツールとしても 活用しています。

お客さまからいただいた声を起点に改善し た事例

2 0 2 1 年度実施回数： 5 回　 　 議題： 7 件

当社のカスタ マーセンタ ーに入る「 お客さまの声」を当社の品質向上に反映させることを目的に、本社部門とカスタ

マーセンタ ー部門が定期的にミ ーティングを行っています。カスタマーセンターの職員が、実際に寄せられたお客さま

の声から気付いたこと について、商品・ サービスの開発や改善を行う 本社部門に提案し 、改善策を協議しています。

「 お客さまの声」を実際に聴く ことで、徹底してお客さまの立場で考える社員の意識醸成にもつながっています。

社外モニタ ー制度

お客さまにご提供している商品・ サービスなどについて、消費者問題の専門

家である消費生活相談員の方 と々 会議を開催しています。お客さま視点でさま

ざまなご意見をいただき、業務改善・ 品質向上に活かしています。

また、本制度を利用することで社員の「 お客さま視点」 のさらなる醸成にもつな

がっています。

VOCミ ーティ ングでは、「 お客さまの声（ 音声）」を 聴き な がら「 徹底し てお客さまの立場に立ち、

お客さまがW ellbe ing ※になるために会社として何ができるか、今できる事はないか」を考えて取り

組んできまし た。

お客さまの声を起点として、本社部門と 一体と なり、カスタ マーセンタ ーの知見を活用し ながら改善

に向けて取り組んでこられたこと が、センタ ーのメンバーのモチベーショ ン向上にもつながっています。

※「 Innovation  for W el lbeing 」は当社のブランド スローガンです。

カスタ マーコミュニケーショ ン企画部　 秋田カスタ マーセンタ ー室　 芦原 葉子

私が所属する部署は、主に自動車保険の商品開発、営業推進を行っており、保険証券やパンフレッ

ト と いったお客さまがご覧になる印刷物の管理も行っています。VOCミ ーティングの場でお客さまか

らの入電を実際に確認し ながら、「 なぜこのよう なお声を いただいたのか」 徹底的に議論すること に

よってサービス改善を 図っています。またこの取組みを 重ねること によって、日常業務においても

「 お客さまの視点ですべての価値判断を行う 」ことを常に心がけること ができていると 感じています。

リテール商品業務部　 未来革新グループ　 櫻井 晃司

損害保険と いう のは、一般に市販されている商品と は違い、使ったり食し たりしてすぐにその商品の良し 悪し が分かるもの

ではありません。そのために事前にお客さまへの情報をどれだけ分かり やすく 伝えること ができるかが大切になります。ま

た契約さ れた方々が事故等に遭った際に手厚く フォローするのも重要な使命と なります。本会議では消費者の手元に届

けられる情報や事故遭遇での手順などについて、すべて消費者に分かり やすい内容であるか、また情報の配信は適切か

などを議論してまいりまし た。議題に対して私共は消費者目線で時には厳し い意見を申し 上げたこともござ いまし たが、

担当の方々には耳を傾けて頂き、多く の提案をすること ができたと 思います。また議題についても担当者の方々の「 より良

くしたい」と いう 熱意を強く 感じること ができまし た。今後も消費者視点に立った事業活動を進めることを願っております。

公益社団法人　 日本消費生活アド バイザー・ コンサルタント・ 相談員協会（ NACS）　 丹羽 典明 氏

本会議では、毎回、消費者目線での発言を受け止めようと する社員の皆さまの真摯な姿勢が強く 印象に残ります。また、

「 どうし たらお客さまに寄り添えるか」と いう「 お客さま本位」の熱い思いも感じ 取れます。昨今の自然災害や感染症等に

より 、保険に対する関心が高まっている中、今後も 社会の変化に柔軟に対応し 、安心・ 安全な生活を 支える商品やサー

ビスの提供を期待しています。

公益社団法人　 全国消費生活相談員協会　 北出 千鶴子 氏

VOC（ Vo ice  o f  Custom er）ミ ーティングの実施

みんなの声BOX

お客さまの声を活かした品質向上方針 2

［ お客さまの声］
賠償責任保険の書類に記載さ れている契約者名および契約者住所がカタ カナ表記で見づら い。

̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
［ 改善内容］

カタ カ ナ表記さ れていた保険証券、更改申込書の契約者名およ び契約者住所を 漢字表記に修正し まし た。（ 一部の

契約を 除く ）

※「 みんなの声BOX（ P. 1 3 参照）」に提案された事例です。

改 善

9

［ お客さまの声］

「 乗るピタ !（ 時間単位型自動車保険）」で、契約のたびに自動車情報、免許証番号、払込情報（ クレジット

カード 番号）を入れ直すのは面倒だ。

̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
［ 改善内容］

過去に「 乗るピタ ! 」 にご契約いただいたこと のあるお客さまであれば、前回のご契約の運転者情報、自動車情報をワン

クリックで取り 込むこと ができ、ご入力のお手間を 大幅に削減すること が可能になりまし た。

※「 VOCミ ーティング（ P. 1 4 参照）」による改善事例です。

改 善

1 1

［ お客さまの声］

公式ウェ ブ サイト の「 臨時費用保険金と は」 にある「 災害で損害を 受けたホテルに宿泊。こ のよう な出費を

カ バーするのが、臨時費用保険金です。」 の記載が分かりづら い。

̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
［ 改善内容］

文言や支払われる事例も 含め記載を 修正

しまし た。

※「 みんなの声BOX（ P. 1 3 参照）」に提案された

事例です。

改 善

1 0

〈 会議の様子〉

1 3 1 4
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当社の体制について
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当社におけるADR機関からのフィードバックの取り扱い

①⾦融機関における、ADR機関からの「フィードバック」の取扱いについて
 苦情処理・紛争解決に係る情報の受付部署
 フィードバックの内容、実施時期・頻度

 フィードバック内容に応じて、以下の部署で受付
FINMAC（ADR機関）等への苦情処理︓「お客様相談室」（営業部⾨）
あっせん申⽴対応などの紛争解決︓「審理部」（コンプライアンス本部）

 FINMACと日本証券業協会では定期的に情報連携
日本証券業協会から、各証券会社への会員通知として、以下のような情報提供

• 「FINMAC に寄せられた苦情相談の分析」（通期）
• 「苦情事例の概要」（４半期）
• 「あっせん状況（終結分）」（４半期）
• 「あっせん・苦情・相談処理状況報告書」（⽉次）
• 「あっせん事例集」（⽉次）

一部会員には、個別テーマごとの傾向をふまえたフィードバックも実施あり

2
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当社におけるADR機関からのフィードバックの活用状況 ①

②⾦融機関が、提供されたフィードバックを組織内でどのように共有し、業務改善に活⽤しているか。
⾦融機関の⑴顧客から苦情・相談を受け付ける部署、⑵営業・企画・商品開発等の部署、
⑶経営層、それぞれにおけるフィードバック内容の共有の有無、具体的な共有方法及び業務改善
への活⽤状況について（業務改善の事例を含め）。

 お客様相談室を窓口として、経営層にも共有
• お客様からの意⾒及び苦情を集約し、その対応を図ることにより当社に対する満⾜度を⾼めることを⽬的とした会議体（以下、CS向上

会議）を社内規則に基づき設置
• 営業部⾨を管掌する役員が議⻑となり、内部管理統括責任者の他、営業部⾨・コンプライアンス本部の役員等が出席
• 事務局を設置し、苦情申し出等から改善すべきと思われる業務フロー、システム⾯の改修などについて事務局定例へ付議
• 事務局の検討結果がCS向上会議で報告され、審議された後、各主幹部署において業務改善等に向けて取組みが図られる
• お客様の声を受けて改善に取り組んでいる内容は、社内Webに掲載

 具体的な事例①〜仕組債についての注意喚起〜
• 日本証券業協会より注意喚起⽂「店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債の適切な販売勧誘について」が2022年6⽉に発出
• 注意喚起⽂やフィードバックを受け、毎⽉営業部店で実施しているコンプライアンス・アワーにて、仕組債についての苦情を取り上げ、周知・

徹底

 具体的な事例②〜社内の会議体での討議テーマに採⽤〜
• 毎⽉営業部店にて、部店⻑・内部管理責任者等が参加してお客様の口座・取引管理の側⾯から討議・指導等を⾏う会議体を開催
• 仕組債について適切な勧誘やフォローがなされているか確認等を実施
• ⾼齢のお客様との取引に関する苦情が発生していることから、会議体での検証を実施

3
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当社におけるADR機関からのフィードバックの活用状況②と分析状況

②⾦融機関が、提供されたフィードバックを組織内でどのように共有し、業務改善に活⽤しているか。
⾦融機関の⑴顧客から苦情・相談を受け付ける部署、⑵営業・企画・商品開発等の部署、
⑶経営層、それぞれにおけるフィードバック内容の共有の有無、具体的な共有方法及び業務改善
への活⽤状況について（業務改善の事例を含め）。

4

 お客様相談室にて、フィードバック内容を精査し、関連部署に連携
 役員等にも報告し、全店的に注意喚起等する必要がないか、関連部署と確認
 フィードバックの結果、状況報告が必要な項⽬については、日本証券業協会に対応状況等を報告

③⾦融機関が、フィードバック内容に基づいて⾃ら苦情・紛争事例の傾向分析・検討を⾏っているか。
また、当該分析結果等をADR機関に対して伝達や議論を⾏っているか。
（それぞれ、⾏っている場合はその内容。）

 具体的な事例③〜紛争解決に係る情報のフィードバック内容の共有〜
• 審理部（お客様との紛争に係る社内調査を⾏う部署）が主管
• 紛争解決に係る情報のフィードバックを「あっせん事例集」として社内Webに掲載
• 全営業店で閲覧可能とし、注意喚起に役⽴てている
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フィードバックの今後の活用・ADR機関からの情報提供機会

④⾦融機関内におけるフィードバックの共有及び業務改善への活⽤について
 現状で課題と認識している事項
 今後計画していること、検討している事項

 現状で課題と認識している事項や、具体的に計画している事項はございません
 引き続き、お客様相談室が窓口となりフィードバックを真摯に受け止め、お客様相談室で十分精査した上で
経営、関係部署に働きかけを継続する体勢を維持

5

⑤フィードバック以外で、⾦融機関がADR機関から定期・不定期で情報を提供される機会があるか
（ある場合はその内容、実施時期・頻度）。
また、⾦融機関から、苦情・紛争解決以外の情報についてADR機関に対し、情報提供を⾏って
いるか（⾏っている場合はその内容）。

 ADR機関の運営審議委員会（当社役員が委員として参加）で、紛争解決業務等実施状況（取扱件数
等）の検証について情報提供を受けている

 個別のケースで、ADR機関の相談員から問い合わせを受け、ADR機関の相談員に回答したケースあり
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当社が直接受け付けている顧客の苦情・相談について①

⑥⾦融機関が直接受け付けている顧客の苦情・相談について①
 組織内で共有する仕組み、及び共有状況
 苦情・相談の内容、件数、傾向の分析・公表の有無

 専⽤のデータベースに記録、 「日報」として役員等へメール配信
• お客様相談室で設置しているフリーダイヤルへの申し出、営業部店からの相談、ADR機関への申し出等を記録
• 役員等より詳細確認や対応指示があり、社内に注意喚起⽂を発出したケースも

 お客様相談室より、苦情事例からの注意喚起⽂等の発信と社内Web掲載

 「お客様相談レポート」（⽉次）の作成と社内Web掲載
• 受付件数、商品別件数、特徴的な事案等を記載
• CS向上会議にて報告、討議

 「お客様相談白書」（通期）の作成と社内Web掲載

 苦情等の件数は、野村ホールディングスの統合レポート「Nomura Report」のESGデータにて開示

6
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当社が直接受け付けている顧客の苦情・相談について②

⑥⾦融機関が直接受け付けている顧客の苦情・相談について②
 営業・企画・商品開発等の部署、経営層における業務改善への活⽤状況
 共有及び業務改善への活⽤に関し、現状の課題及び今後の検討

 CS向上会議の事務局の活動
• 事務局はお客様相談室を含む営業部⾨、コンプライアンス本部等の部署がメンバー
• 事務局の定例会議では、お客様相談室から意⾒具申の他、関連各部から提案されたテーマについても討議
• 結果等について、CS向上会議にて報告

 CS向上会議で報告、各主幹部署による業務改善等に向けた取組み

 お客様本位の業務運営を実現するため、引き続き、事務局定例会議等の場で関係部署に働きかけを継続
していく積み重ねが重要

7
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その他の顧客の意⾒の活用⽅法について

⑦上記以外に、営業の現場・経営層、消費生活センター等の関係機関を通じて得られる顧客の意
⾒について、組織内で共有し、業務改善に活⽤しているか（⾏っている場合は事例を含め）。

 消費生活センター等から本社・お客様相談室に申し出をされた場合も、お客様相談室の専⽤データベースに
記録、「日報」として役員等へメール配信

• 当社への申し出等とあわせて、一覧性を確保して社内共有

 お客様相談室において、注意喚起や業務改善等の観点で精査し対応
（注意喚起⽂の発信や、CS向上会議事務局の定例会議での意⾒具申等）

8
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ADR制度の活用に向けて

⑧ADR制度がより利⽤者保護に資していく観点から特段のご意⾒があれば記載下さい。

 FINMACの存在や取組みについて、広く投資家に認知され、活⽤されることが望ましい
• FINMACは、日本証券業協会を含む7つの⾃主規制団体の連携・協⼒の下に運営
• 株や投資信託、FXなど⾦融商品の取引に通じた相談員が、投資家に対して第三者の⽴場で業者側の⾒解等を説明、
橋渡し

• FINMACが間に⼊り中⽴的な観点からアドバイスが⼊ることにより、苦情の早期解決に繋がっている

 親族からの不満についても情報伝達が開始されたことは、評価されるべき取組み
• 2022年9⽉より、投資家の親族からの不満について、申し出た親族の同意があれば、FINMACから⾦融機関への情報
伝達が開始

• ⾼齢化社会が進む中、より適切な⾦融サービスを提供していく上で、これらの声を汲み取り、活かすことは重要
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